
   新潟市区の設置並びに区の事務所の位置，名称及び所管区域を定める条例をここに公布

する。 

  平成１８年１２月１８日 

                             新潟市長 篠田 昭 

新潟市条例第７０号 

新潟市区の設置並びに区の事務所の位置，名称及び所管区域を定める条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の２０第１項及

び第２項の規定に基づき，区の設置並びに区の事務所の位置，名称及び所管区域に関し

必要な事項を定めるものとする。 

（区の設置） 

第２条 本市の区域を分けて，次の区を設ける。 

  北区 

  東区 

  中央区 

  江南区 

  秋葉区 

  南区 

  西区 

  西蒲区 

２ 前項の区の区域は，別表のとおりとする。 

（区の事務所） 

第３条 前条第１項の区に置く事務所の名称，位置及び所管区域は，次のとおりとする。 

名称 位置 所管区域 

北区役所 新潟市北区葛塚３１９７番地 北区の区域 



東区役所 新潟市東区古川町４番１２号 東区の区域 

中央区役所 新潟市中央区学校町通１番町６０２番地１ 中央区の区域 

江南区役所 新潟市江南区泉町３丁目４番５号 江南区の区域 

秋葉区役所 新潟市秋葉区程島２００９番地 秋葉区の区域 

南区役所 新潟市南区白根１２３５番地 南区の区域 

西区役所 新潟市西区寺尾東３丁目１４番４１号 西区の区域 

西蒲区役所 新潟市西蒲区巻甲２６９０番地１ 西蒲区の区域 

附 則 

 この条例は，平成１９年４月１日から施行する。 

別表（第２条関係） 

名称 区域 

北区 朝日町１丁目から４丁目まで，彩野１丁目から４丁目まで，石動

１丁目から２丁目まで，内島見，内沼，浦木，浦ノ入，大久保，

大瀬柳，太田，大月，大迎，岡新田，笠柳，かぶとやま１丁目か

ら２丁目まで，上大月，上土地亀，上堀田，神谷内，嘉山，嘉山

１丁目から６丁目まで，川西１丁目から４丁目まで，木崎，葛

塚，小杉（字平作浦に限る。），笹山，笹山東，里飯野，三軒屋

町，島見町，下大谷内，下土地亀，下早通，十二，十二前，白勢

町，新富町，新鼻，新元島町，須戸，須戸１丁目から５丁目ま

で，すみれ野１丁目から３丁目まで，太子堂，高森，高森新田，

太夫浜，太夫浜新町１丁目から２丁目まで，太郎代，つくし野１

丁目から２丁目まで，東栄町１丁目から３丁目まで，樋ノ入，鳥

屋，長戸，長戸呂，長戸呂新田，長場，名目所，名目所１丁目か

ら３丁目まで，新井郷，新崎，新崎１丁目から３丁目まで，濁

川，濁川１丁目，西名目所，灰塚，白新町１丁目から４丁目ま



で，浜浦，早通，早通北１丁目から６丁目まで，早通南１丁目か

ら５丁目まで，東栄町，平林，仏伝，北陽１丁目から２丁目ま

で，細山（字向川原に限る。），前新田，松潟，松栄町，松浜１丁

目から８丁目まで，松浜新町，松浜町（２７２１番５３から３６

４４番８６までに限る。），松浜東町１丁目から２丁目まで，松浜

本町１丁目から４丁目まで，松浜みなと，美里１丁目から２丁目

まで，三ツ森川原，三ツ屋，村新田，森下，柳原１丁目から６丁

目まで，山飯野，横井，横越（字十二前に限る。），横土居 

東区 秋葉１丁目，秋葉通２丁目から３丁目まで，粟山（江南区の区域

に係る部分を除く。），粟山１丁目から４丁目まで，石山，石山１

丁目から６丁目まで，石山団地，石動，江口（２番から１９番２

まで，１９番６，１９番７，１９番９，２７番４，２７番５，２

７番９，２７番１３，２８番３から２８番７まで，２８番１１，

３６番１から６６番８まで，９０番１から１２２番８まで，１４

８番１から１７６番１まで，１７６番５から１７６番８まで，１

８３番１１，１８３番１９，１８７番１，１８８番１から１９２

番３まで，１９３番２から１９５番９まで，１９５番１４，１９

６番から２０５番６まで，２０６番１から２０７番３まで，２４

１番１，２４２番１，３３８番１から３４５番４まで，３４６番

２から３４６番４まで，３４７番２から３５６番１まで，３５６

番４，３５６番５，３５７番１，４３４番２，４５２番２から４

５９番３まで，４６０番２，４６１番２から４６４番２まで，４

７２番８から４７２番１０まで，５３７番５，５４６番２，５４

７番２，５４８番２，５４８番３，５４９番２，５４９番３，５

５０番１から５５２番２まで，５５３番１，５５３番３，５５５



番１から５５８番２まで，５５９番２，５５９番３，５６０番

２，５６０番３，５６１番２から５６２番４まで，５６４番４，

５９１番８，６００番７，６１７番２から６２２番３まで，６２

３番４，６２３番６から６２４番２まで，６２４番５，６２５番

１，６２５番４から６２８番まで，６２９番２，６３０番２，６

３１番１，６３１番３，６６８番４，１２５１番１から１２５８

番４まで，１２７１番から１４１２番３まで，１４２６番１から

１４２９番３まで，１５５７番から１５６４番まで及び１６２１

番から１６２９番までに限る。），榎，榎町，海老ケ瀬，海老ケ瀬

新町，王瀬新町，逢谷内，逢谷内１丁目から６丁目まで，大形本

町，大形本町１丁目から６丁目まで，大山１丁目から２丁目ま

で，岡山，卸新町１丁目から３丁目まで，上王瀬町，上木戸，上

木戸１丁目から５丁目まで，亀田中島４丁目（４０１番，４１９

番３，４２０番１から４２０番４まで，４２０番６から４２１番

４まで，４２４番１から４２５番２まで，４２６番４から４２６

番６まで，４２７番１から４３３番２まで，４３７番１から４３

７番３まで，４３８番１，４３８番２，４３９番２から４３９番

５まで，４４０番１及び４４０番２に限る。），鷗島町，蒲原，北

葉町，北山（１３３１番１から１３３２番１まで，１３３２番３

から１３３２番７まで，１３３３番１，１３３３番３から１３３

４番２まで及び１３３５番５に限る。），空港西１丁目から２丁目

まで，下場，下場新町，下場本町，幸栄１丁目から３丁目まで，

河渡，河渡１丁目から３丁目まで，河渡新町１丁目から２丁目ま

で，河渡本町，江南１丁目から６丁目まで，向陽１丁目から３丁

目まで，小金台，小金町１丁目から３丁目まで，材木町，猿ケ馬



場，猿ケ馬場１丁目から２丁目まで，下山１丁目から３丁目ま

で，紫竹，紫竹２丁目から７丁目まで，紫竹卸新町，紫竹山３丁

目（５７８番５，１０８１番子，１０８２番１０及び１０９４番

３から１０９４番９までに限る。），下木戸，下木戸１丁目から３

丁目まで，白銀１丁目から２丁目まで，新石山１丁目から５丁目

まで，新岡山２丁目，新川町，新松崎１丁目から３丁目まで，神

明町，末広町，太平１丁目から４丁目まで，宝町，竹尾，竹尾１

丁目から４丁目まで，竹尾卸新町，児池，長者町，月見町，津島

屋，津島屋１丁目から８丁目まで，寺山，寺山１丁目から３丁目

まで，東新町，東明１丁目から８丁目まで，中木戸，中興野，中

島，中島１丁目から２丁目まで，中野山（江南区の区域に係る部

分を除く。），中野山１丁目から７丁目まで，中山，中山１丁目か

ら８丁目まで，錦町，西野（９１５番３，９１５番４，９１６番

２，９１６番４，９４２番３，９４４番２，９６１番１から９６

５番２まで，９６５番６，９６６番１，９８５番３，９８５番

４，９８５番８，９８５番１０，９８６番４，９８６番５，９８

６番１１，１００３番１から１０３０番３まで，１０３０番８か

ら１０３２番１まで，１０４５番６から１０４５番９まで，１０

４５番１３，１０４５番１７，１０４６番４から１０４６番８ま

で，１０６２番１から１０９２番２まで，１１０３番４，１１０

３番５，１１０５番２から１１０５番６まで，１１０８番１，１

１０８番４，１１１６番２から１１１７番２まで，１１１７番４

から１１４３番３まで，１１４３番５，１１４４番２，１１４４

番４から１３０１番２まで，１３０１番６，１３２２番６，１３

２２番７，１３２３番４，１３２３番５，１３２３番７，１３２



３番１５，１３６３番１，１３６３番７から１３７０番２まで，

１３７０番７，１３７０番９，１３８７番４，１３８８番３から

１３８８番６まで，１３８８番２２，１３８８番２３，１３９２

番２，１３９２番６，１４０１番１から１４０９番１まで，１４

０９番５，１４２０番２，１４２１番４から１４２１番６まで，

１４２１番１０，１４２１番１４，１４４１番１，１４４２番１

から１４４７番１まで，１４４７番４，１４４７番７，１４６６

番２，１４７８番１，１４７８番２，１４８３番１から１４８５

番３まで，１４８６番２から１４８９番３まで，１４９０番６，

１５０７番４，１５０７番５，１５０７番１２及び１５０７番１

３に限る。），沼垂，根室新町，はなみずき１丁目から３丁目ま

で，浜町，浜谷町，浜谷町１丁目から２丁目まで，東中島１丁目

から４丁目まで，東中野山１丁目から７丁目まで，東臨港町，一

日市，藤見町１丁目から２丁目まで，船江町１丁目から３丁目ま

で，古川町，古湊町，平和町，牡丹山１丁目から６丁目まで，本

所，本所１丁目から３丁目まで，松崎，松崎１丁目から２丁目ま

で，松島１丁目から３丁目まで，松園１丁目から２丁目まで，松

浜町（北区の区域に係る部分を除く。），松和町，南紫竹１丁目か

ら２丁目まで，もえぎ野１丁目から３丁目まで，木工新町，物見

山１丁目から４丁目まで，桃山町１丁目から２丁目まで，柳ケ

丘，山木戸（中央区の区域に係る部分を除く。），山木戸 1丁目か

ら８丁目まで，山下，山の下町，有楽１丁目から３丁目まで，豊

１丁目から３丁目まで，臨海町，臨港１丁目，臨港町２丁目から

３丁目まで 

中央区 相生町，赤坂町１丁目から３丁目まで，明石１丁目から２丁目ま



で，曙町，旭町通１番町から２番町まで，愛宕１丁目から３丁目

まで，鐙１丁目から３丁目まで，鐙西１丁目から２丁目まで，網

川原，網川原１丁目から２丁目まで，有明大橋町，有明台，医学

町通１番町から２番町まで，礎町通１ノ町から６ノ町まで，礎町

通上１ノ町，一番堀通町，稲荷町，入船町１丁目から６丁目ま

で，祝町，浮洲町，鵜ノ子（７９１番８，８１８番１，８１８番

２，８１９番６から８２３番１まで，８２３番４から８２５番１

まで，８４２番１，８４２番８，８４３番３，８４４番１，８４

５番１から８４５番３まで，８４６番１，８４６番４，８４６番

１１，８４７番３，８４８番１，８４８番２，８４９番１，８４

９番２，８５０番１，８５１番１，８５２番１，８５２番２，８

５３番１，８５３番２，８５４番１から１０４２番８まで，１０

４２番１５から１０４２番１８まで，１０４２番２２及び１０４

５番に限る。），姥ケ山（江南区の区域に係る部分を除く。），姥ケ

山１丁目から６丁目まで，馬越，海辺町１番町から２番町まで，

上沼，営所通１番町から２番町まで，烏帽子町，近江１丁目から

３丁目まで，大島，翁町１丁目から２丁目まで，祖父興野（９２

０番から９２６番までに限る。），親松，鏡が岡，嘉木（１８２６

番から１８２８番までに限る。），春日町，学校裏町，学校町通１

番町から３番町まで，上近江１丁目から４丁目まで，上大川前通

１番町から１２番町まで，上所１丁目から３丁目まで，上所上１

丁目から３丁目まで，上所島，上所中１丁目から３丁目まで，亀

田早通（３３４７番１から３３５５番２まで及び３３５５番４か

ら３３５９番７までに限る。），川岸町１丁目から３丁目まで，川

端町１丁目から６丁目まで，神道寺，神道寺１丁目から３丁目ま



で，神道寺南１丁目から２丁目まで，蒲原町，北大畑町，北多門

町，北浜通１番町から２番町まで，北毘沙門町，寄附町，久蔵興

野（９９番３，９９番６から９９番９まで，１７２番１から１７

２番５まで，１７２番８から１７２番１０まで，１７３番１から

１７６番６まで，２６２番１から３１０番１まで，１０６０番及

び１０６１番に限る。），窪田町，窪田町１丁目から７丁目まで，

京王１丁目から３丁目まで，高志１丁目から２丁目まで，寿町１

丁目から２丁目まで，小張木，小張木１丁目から３丁目まで，幸

町，幸西１丁目から４丁目まで，栄町１丁目から３丁目まで，魁

町，桜木町，笹口，笹口１丁目から３丁目まで，三和町，汐見

台，紫竹１丁目，紫竹山，紫竹山１丁目から２丁目まで，紫竹山

３丁目（東区の区域に係る部分を除く。），紫竹山４丁目から７丁

目まで，信濃町，下旭町，下大川前通１ノ町から７ノ町まで，下

所島，下所島１丁目から２丁目まで，鐘木（７４番から７９番８

まで，８０番２から８０番８まで，８０番１４，８５番３，８５

番４，８５番７から８５番９まで，１１４番３，１１４番５，１

１９番１から１３１番１まで，１３１番５，１３６番２，１７１

番３から１７１番５まで，１７１番７，１７６番１から１９７番

１まで，１９７番６，２０２番３，２０２番７，２３７番３，２

４２番１から２７９番１まで，２７９番６，２８４番１，２８４

番３から２８４番５まで，２８４番１３，３１６番４，３２１番

１，３２１番３，３２２番１から３８３番２まで，３８３番７，

３８８番６，４２０番３から４２０番６まで，４２０番１４，４

２０番１８，４２１番８から４２６番４まで，４２６番７から５

０７番１まで，５０７番４，５１３番８及び６３７番３から８５



３番２までに限る。），新光町，新島町通１ノ町から５ノ町まで，

新和１丁目から４丁目まで，水道町１丁目から２丁目まで，菅根

町，住吉町，清五郎（江南区の区域に係る部分を除く。），関新１

丁目から３丁目まで，関南町，関屋（１番から１番１０４まで，

２番１，２番８から２番４８まで，２番６３から２番９５まで，

９９番子，１５９番３から１７４５番３まで，１８６５番１１５

及び２４５６番から５０５８番２までに限る。），関屋大川前１丁

目から２丁目まで，関屋大川前通 1丁目，関屋御船蔵町，関屋金

鉢山町，関屋金衛町１丁目から２丁目まで，関屋下川原町１丁目

から２丁目まで，関屋昭和町１丁目から３丁目まで，関屋新町通

１丁目から２丁目まで，関屋田町１丁目から４丁目まで，関屋浜

松町，関屋本村町１丁目から２丁目まで，関屋松波町１丁目から

３丁目まで，関屋恵町，曽川（甲３６３２番から甲３７００番５

まで，甲３７５９番子，甲３７９５番２，甲３８１９番及び甲３

８２０番に限る。），太右エ門新田（２０１番１から２０７番５ま

で，３３８番４，３３８番５，３４０番２，３４４番３から４６

７番１まで，４６９番から４８２番まで，４９７番１から４９７

番６まで，５０８番１から７４２番３まで，９０２番３，９０３

番３及び１４０６番から１５６８番５までに限る。），高美町，田

中町，田町１丁目から３丁目まで，俵柳（４００番２６，４０８

番３から４１９番３まで，４１９番９から４１９番１２まで，４

２０番４から４２０番７まで，４２０番１２，４２０番１３，４

２０番１７，４２６番１から４２６番４まで，４２６番６から４

３０番２まで及び７８０番から７９０番までに限る。），忠蔵町，

月町，附船町１丁目から３丁目まで，出来島，出来島１丁目から



２丁目まで，寺裏通１番町から２番町まで，寺山町，天神１丁目

から２丁目まで，天神尾，天神尾１丁目から２丁目まで，天明

町，鳥屋野，鳥屋野１丁目から４丁目まで，豊照町，中大畑町，

長潟（江南区の区域に係る部分を除く。），長潟１丁目から３丁目

まで，長嶺町，鍋潟新田（５６１番２，５６５番１から５７４番

２まで，５７５番４，５７５番６，５８０番６，５８８番５，５

９３番５，５９３番７から６１６番４まで，６１７番４，６１７

番６，６２２番５，６２２番７，６３６番５，６４１番４，６４

１番６から６５８番５まで，６５８番８から６６１番４まで，７

１９番２，７１９番９から７１９番１１まで，７１９番１３，７

２４番１から７４３番２まで，７４３番４から７４７番４まで，

７７２番６から７７２番９まで，７７２番１１，７７２番１３，

７７７番１から８０２番１まで及び８０２番３から８０５番３ま

でに限る。），並木町，西受地町，西馬越，西厩島町，西大畑町，

西中町，西船見町，西堀通１番町から１１番町まで，西堀前通１

番町から１１番町まで，西湊町通１ノ町から４ノ町まで，沼垂西

１丁目から３丁目まで，沼垂東１丁目から６丁目まで，白山浦１

丁目から２丁目まで，白山浦新町通，艀川岸町，花園１丁目から

２丁目まで，花町，浜浦町１丁目から２丁目まで，早川町１丁目

から３丁目まで，万代１丁目から６丁目まで，万代島，東入船

町，東受地町，東厩島町，東大通１丁目から２丁目まで，東大畑

通１番町から２番町まで，東幸町，東出来島，東中通１番町から

２番町まで，東万代町，東堀通１番町から１３番町まで，東堀前

通１番町から１１番町まで，東湊町通１ノ町から４ノ町まで，日

の出１丁目から３丁目まで，雲雀町，二葉町１丁目から３丁目ま



で，船場町１丁目から２丁目まで，船見町１丁目から２丁目ま

で，古町通１番町から１３番町まで，文京町，弁天１丁目から３

丁目まで，弁天橋通１丁目から３丁目まで，堀之内，堀之内南１

丁目から３丁目まで，堀割町，本町通１番町から１４番町まで，

本間町１丁目から３丁目まで，秣川岸通１丁目から２丁目まで，

松岡町，丸潟新田（１５０８番に限る。），見方町，美咲町１丁目

から２丁目まで，水島町，緑町，湊町通１ノ町から４ノ町まで，

南大畑町，南笹口１丁目から２丁目まで，南多門町，南出来島１

丁目から２丁目まで，南長潟，南浜通１番町から２番町まで，南

万代町，南毘沙門町，南横堀町，美の里，室町１丁目から２丁目

まで，女池，女池１丁目から８丁目まで，女池上山１丁目から５

丁目まで，女池北１丁目，女池神明１丁目から３丁目まで，女池

西１丁目から２丁目まで，女池東１丁目，女池南１丁目から３丁

目まで，元祝町，本馬越，本馬越１丁目から２丁目まで，元下島

町，八千代１丁目から２丁目まで，柳島町１丁目から４丁目ま

で，山木戸（２１４番５，２１４番２８，８９７番１から８９７

番３７まで，９６５番１から９６５番７まで及び１７４０番に限

る。），山田町１丁目から２丁目まで，山二ツ（江南区の区域に係

る部分を除く。），山二ツ１丁目から５丁目まで，弥生町，夕栄

町，雪町，横一番町，横七番町通１丁目から５丁目まで，横六番

町，芳町，四ツ屋町１丁目から３丁目まで，米山，米山１丁目か

ら６丁目まで，寄合町，寄居町，竜が島１丁目から２丁目まで，

流作場，流作場ノ内水島，和合町１丁目から３丁目まで 

江南区 茜ケ丘，阿賀野１丁目から２丁目まで，曙町１丁目から５丁目ま

で，旭１丁目から４丁目まで，天野（南区の区域に係る部分を除



く。），天野１丁目から３丁目まで，粟山（４９４番３，４９５番

４から４９８番３まで，４９８番６から４９９番２まで，４９９

番５から４９９番１２まで，５００番２，５０１番２，５１８番

２から５１８番４まで，５２２番１から５２４番３まで，５２４

番７，５２５番１から５２５番３まで，７１９番１，７１９番３

から７２０番１まで，７２１番２から７２７番１まで，７２７番

４から７２７番１１まで，７２８番２から７３１番３まで，７３

１番１０から７３２番２まで，７３４番１から７４５番１まで，

７４５番４，７４６番４，７４６番５，７４８番４，７４８番７

から７４９番１まで，７４９番４から７５０番２まで，７５０番

４から７６８番まで，７７２番，７７４番，７７７番から７８２

番２まで及び７９４番２から７９５番３までに限る。），泉町１丁

目から５丁目まで，稲葉１丁目から３丁目まで，いぶき野１丁目

から２丁目まで，うぐいす１丁目から２丁目まで，鵜ノ子（中央

区の区域に係る部分を除く。），鵜ノ子１丁目から５丁目まで，姥

ケ山（１０番２，１０番３，１３番２，１３番３，１４番８から

１４番１１まで，１４番１３，１４番１５，１５番１から１５番

４まで，３８番２，３８番４，４１番１から４３番９まで，４４

番１２から４４番１５まで，４４番１７，４４番１９，５２６番

２，５２６番４，５２６番６，５２７番１，５２８番５及び５２

８番１４から５３４番９までに限る。），江口（東区の区域に係る

部分を除く。），大淵，荻曽根，荻曽根１丁目から５丁目まで，祖

父興野（中央区の区域に係る部分を除く。），貝塚，嘉木（中央区

の区域に係る部分を除く。），嘉瀬，上和田，亀田，亀田東町１丁

目から４丁目まで，亀田大月１丁目から３丁目まで，亀田工業団



地１丁目から３丁目まで，亀田向陽１丁目から４丁目まで，亀田

下早通１丁目から２丁目まで，亀田新明町１丁目から５丁目ま

で，亀田水道町１丁目から５丁目まで，亀田中島１丁目から３丁

目まで，亀田中島４丁目（東区の区域に係る部分を除く。），亀田

長潟，亀田長潟１丁目，亀田ノ内高山，亀田早通（中央区の区域

に係る部分を除く。），亀田早通１丁目から６丁目まで，亀田本町

１丁目から４丁目まで，亀田緑町１丁目から４丁目まで，亀田四

ツ興野１丁目から５丁目まで，北山（東区の区域に係る部分を除

く。），木津，木津１丁目から５丁目まで，木津工業団地，久蔵興

野（中央区の区域に係る部分を除く。），蔵岡，小杉（北区の区域

に係る部分を除く。），小杉１丁目から５丁目まで，駒込，駒込１

丁目から２丁目まで，酒屋町，笹山，五月町１丁目から３丁目ま

で，早苗１丁目から４丁目まで，三條岡１丁目から２丁目まで，

三百地，鐘木（中央区の区域に係る部分を除く。），城所，城所１

丁目から２丁目まで，城山１丁目から４丁目まで，砂岡１丁目か

ら５丁目まで，砂崩，砂山１丁目から２丁目まで，諏訪１丁目か

ら３丁目まで，清五郎（１７０番２，１７０番６から１７０番８

まで，１７１番７から１７１番９まで，１７４番１から１８０番

２まで，１８０番１０から１８０番１３まで，１８０番１５から

１８６番１２まで，１８７番１から１９０番２まで及び１９０番

５から１９０番１０までに限る。），沢海，沢海１丁目から３丁目

まで，曽川（中央区の区域に係る部分を除く。），楚川，曽野木１

丁目から２丁目まで，太右エ門新田（中央区の区域に係る部分を

除く。），俵柳（中央区の区域に係る部分を除く。），茅野山，茅野

山１丁目から３丁目まで，手代山１丁目から２丁目まで，所島１



丁目から２丁目まで，泥潟，直り山，長潟（１４０番１から１４

０番５まで，１５３番１０から１５３番１２まで，１５３番１

４，１５３番１５，１５３番１７，２１８番３から２１８番５ま

で，２２１番２から２２１番７まで，２２２番４から２２２番７

まで，２２３番１から２６６番８まで，２７９番７から２７９番

１２まで，２７９番１４，２７９番１５，３４６番２から３４６

番４まで，３４９番１から３５４番１０まで，３５５番１，３６

５番４，３６５番１１から３６５番１８まで，３６５番２０，３

６５番２１，４３３番３から４３３番５まで，４３５番１から４

３７番７まで，４３８番２，４３８番３，４３９番２，４３９番

４，４４６番１５から４４６番２０まで，４４６番２２，４４６

番２３，４４６番２５，４４６番２６，５０５番２，５０５番

４，５０５番５，５０８番１から５１１番７まで，５１２番１，

５１２番２，５２０番１，５２０番２，５２０番１０から５２０

番１２まで，５８０番２から５８０番４まで，５８０番１０から

５８０番１３まで，５８０番１５，５８０番１６，５８４番２か

ら５８４番４まで，５８６番１から５９６番３まで，６０１番２

から６０１番４まで，６０１番１０から６０１番１２まで，６５

２番１，６５２番２，６５２番９から６５２番１２まで，６５２

番１４，６５２番１５，６５４番２から６５４番４まで，６５７

番１から６６８番４まで，６６９番１，６７３番１，６７３番

２，６７３番１１から６７３番１４まで，６７３番１６及び６７

３番１７に限る。），中野山（８００番４，８００番６から８０１

番３まで，８０２番６から８０３番１まで，８０３番４，８０３

番８，８３５番２から８３５番４まで，８３５番８から８３７番



２まで，８３７番６から８３９番１まで，８３９番７から８４０

番３まで，８４０番７から８４６番２まで，８７９番２から８７

９番４まで，８８１番１から８８８番４まで，８８９番１，８８

９番２，８８９番４から８８９番８まで，８９０番及び１００５

番１から１０３０番６までに限る。），鍋潟新田（中央区の区域に

係る部分を除く。），西野（東区の区域に係る部分を除く。），西町

１丁目から６丁目まで，西山，二本木，二本木１丁目から５丁目

まで，花ノ牧，東早通１丁目から４丁目まで，東船場１丁目から

５丁目まで，東本町１丁目から５丁目まで，日水１丁目から３丁

目まで，平賀，平山，袋津，袋津１丁目から６丁目まで，藤山，

藤山１丁目から２丁目まで，船戸山，船戸山１丁目から５丁目ま

で，細山（北区の区域に係る部分を除く。），舞潟，松山，丸潟，

丸潟１丁目，丸潟新田（中央区の区域に係る部分を除く。），丸

山，丸山ノ内善之丞組，茗荷谷，元町１丁目から５丁目まで，山

二ツ（４５番１１，４５番１４から４５番１７まで，４５番１

９，４５番２０，４７番２，４７番３，４９番１から５７番２ま

で，５８番２から５８番４まで，５８番１７，５８番１９，５８

番２１から５８番２４まで，５８番２６，５８番２７，５９番１

から７２番６まで，７２番８，１２９番１から１６２番６まで，

１６３番２，１６３番３，１６３番５，１６３番６，２１４番

３，２１４番４，２１５番５，２１５番６，２１６番１から２５

８番６まで，２５８番８，２５８番９，２５９番２，２６０番

５，２６０番７，３０７番２，３０７番３，３０８番４から３０

８番８まで，３０８番１７から３０８番２５まで，３０９番１か

ら４０３番１０まで，４５８番２から４５８番４まで，４５９番



５から４５９番８まで，４８６番１から５１７番８まで，５２７

番２，５２８番２，５７５番２から５７５番４まで，５７６番

３，５７６番４，５９５番４から６０８番６まで，６４５番３か

ら６４５番５まで，６４７番２から６４７番５まで，６４８番１

１から６４８番１７まで，６４８番３１，６４８番３２，６４８

番３４から６５５番１４まで及び６６８番１から７０４番４まで

に限る。），横越（北区の区域に係る部分を除く。），横越上町１丁

目から５丁目まで，横越川根町１丁目から５丁目まで，横越中央

１丁目から８丁目まで，横越東町１丁目から２丁目まで，両川１

丁目から２丁目まで，和田，割野 

秋葉区 あおば通１丁目から２丁目まで，秋葉１丁目から３丁目まで，朝

日，安部新，天ヶ沢新田，安養寺，市新，市之瀬，飯柳，梅ノ

木，浦興野，浦沢，大秋，大鹿，大関，岡田，荻島，荻島１丁目

から３丁目まで，荻野町，覚路津，金沢町１丁目から４丁目ま

で，金津，金屋，鎌倉，柄目木，蒲ヶ沢，川口，川根，北，北

潟，北上，北上１丁目から３丁目まで，北上新田，草水町１丁目

から３丁目まで，栗宮，車場，車場１丁目から５丁目まで，こが

ね町，小口，小須戸，古田，古田ノ内大野開，小戸上組，小戸下

組，子成場，小向，小屋場，さつき野１丁目から３丁目まで，塩

谷，下興野，下興野町，下条，下新，新栄町，新金沢町，新郷

屋，新保，新町１丁目から３丁目まで，水田，善道，善道町１丁

目から２丁目まで，田家，田家１丁目から３丁目まで，大安寺，

大蔵，滝谷町，滝谷本町，田島，田屋，次屋，出戸，中沢町，中

新田，中野，中野１丁目から５丁目まで，中村，七日町，新津，

新津東町１丁目から３丁目まで，新津本町１丁目から４丁目ま



で，新津緑町，新津四ツ興野，西金沢，西島，西古津，日宝町，

羽下，東金沢，東島，福島，船越，舟戸１丁目から２丁目まで，

古津，程島，牧ヶ鼻，松ヶ丘１丁目，満願寺，南町，美幸町１丁

目から３丁目まで，結，矢代田，山谷町１丁目から３丁目まで，

横川浜，吉岡町，竜玄，六郷，蕨曽根，割町 

南区 赤渋，朝捲，味方（西蒲区の区域に係る部分を除く。），鰺潟，鰺

潟１丁目，天野（字新川向及び字横土居に限る。），飯島，居宿，

和泉，犬帰新田，茨曽根，鋳物師興野，兎新田，牛崎，臼井，臼

井ノ内小平次新田，獺ヶ通，浦梨，大倉，大倉新田，大通１丁目

から２丁目まで，大通黄金１丁目から７丁目まで，大通西，大通

南１丁目から５丁目まで，大別當，沖新保，上浦，上木山，上塩

俵，上新田，上道潟，上八枚，上曲通，神屋，北田中，木滑，櫛

笥，蜘手興野，小坂，小蔵子，山王，山王新田，七軒，七軒町，

清水，下木山，下塩俵，下道潟，下道潟下新田，下八枚，下八枚

ノ内小見新田，下曲通，下山崎，十五間，十二道島，上下諏訪

木，庄瀬，庄瀬村分，次郎右エ門興野，白根，白根東町１丁目，

白根魚町，白根水道町，白根ノ内七軒，白根日の出町，白根古

川，白根四ツ興野，新生町１丁目から３丁目まで，新山崎町１丁

目から３丁目まで，親和町，杉菜，助次右エ門組，蔵主，大郷，

田尾，高井興野，高井東１丁目から３丁目まで，田中，月潟，釣

寄（西蒲区の区域に係る部分を除く。），釣寄新（西蒲区の区域に

係る部分を除く。），天王新田，戸石，戸頭，中小見，中塩俵，中

山，七穂，鍋潟，新飯田，西笠巻，西笠巻新田，西萱場，西酒

屋，西白根，根岸，能登，能登１丁目から２丁目まで，東笠巻，

東笠巻新田，東萱場，東長嶋，菱潟，菱潟新田，引越，平潟，平



潟新田，福島（２７４１番から２７４７番まで，２７４９番及び

２７５１番に限る。），古川新田，平成町，保坂，堀掛，真木，松

橋，万年，山崎興野，吉江，吉田新田，鷲ノ木新田 

西区 青山，青山１丁目から８丁目まで，青山新町，青山水道，赤塚，

有明町，五十嵐１の町から３の町まで，五十嵐３の町北，五十嵐

３の町中，五十嵐３の町西，五十嵐３の町東，五十嵐３の町南，

五十嵐上崎山，五十嵐下崎山，五十嵐中島，五十嵐中島１丁目か

ら５丁目まで，五十嵐西，五十嵐東１丁目から３丁目まで，板

井，内野潟端，内野潟向，内野上新町，内野崎山，内野関場，内

野戸中才，内野長潟，内野中浜，内野西１丁目から３丁目まで，

内野早角，内野町，内野山手１丁目から２丁目まで，浦山１丁目

から４丁目まで，大潟，大友，大野，大野町，緒立流通１丁目か

ら２丁目まで，小見郷屋，笠木，金巻，金巻新田，上新栄町，上

新栄町１丁目から６丁目まで，神山，亀貝，勘助郷屋，北場，木

場，木山，黒鳥，小新，小新１丁目から４丁目まで，小新大通１

丁目から２丁目まで，小新西１丁目から３丁目まで，小新南１丁

目から２丁目まで，小瀬，小針，小針１丁目から８丁目まで，小

針が丘，小針上山，小針台，小針西１丁目から２丁目まで，小針

藤山，小針南，小針南台，小平方，坂井，坂井１丁目から３丁目

まで，坂井砂山１丁目から４丁目まで，坂井東１丁目から６丁目

まで，坂田，新田，新通，新通西１丁目から２丁目まで，新中浜

１丁目から６丁目まで，須賀，関屋（中央区の区域に係る部分を

除く。），関屋堀割町，善久，曽和，大学南１丁目から２丁目ま

で， 田潟，高山，田島，立仏，中権寺，寺尾，寺尾朝日通，寺尾

上１丁目から６丁目まで，寺尾北１丁目から２丁目まで，寺尾台



１丁目から３丁目まで，寺尾中央公園，寺尾西１丁目から５丁目

まで，寺尾東１丁目から３丁目まで，寺尾前通１丁目から３丁目

まで，寺地，道河原，藤蔵新田，ときめき西１丁目から４丁目ま

で，ときめき東１丁目，鳥原，鳥原新田，中野小屋，西有明町，

西小針台１丁目から３丁目まで，早潟，東青山１丁目から２丁目

まで，東山，藤野木，平島，平島１丁目から３丁目まで，保古野

木，前野外新田，槇尾，真砂１丁目から４丁目まで，松海が丘１

丁目から４丁目まで，松美台，的場流通１丁目から２丁目まで，

みずき野１丁目から６丁目まで，明田，谷内，山崎，山田，四ツ

郷屋，與兵衛野新田（８８番１から８８番３まで，８９番１，８

９番２，９０番１，９０番２及び９１番から１０３番までに限

る。），流通１丁目から３丁目まで，流通センター１丁目から６丁

目まで 

西蒲区 赤鏥，味方（４５２６番，４５２７番及び４５３２番に限る。），

安尻，油島，新谷，石瀬，井随，茨島，今井，岩室温泉，植野新

田，打越，姥島，卯八郎受，浦村，漆山，越前浜，遠藤，遠藤村

受，大潟，大潟村古新田受，大関，大曽根，大原，押付，貝柄，

貝柄新田，柿島，角田浜，角海浜，潟浦新，潟頭，潟上，金池，

上木島，上小吉，河井，川崎，北野，国見，久保田，熊谷，熊谷

村受，熊潟新田，桑山，桑山村受，高野宮，河間，五ケ浜，五之

上，小吉，栄，栄町，桜林，真田，猿ケ瀬，三角野新田，三方，

下木島，下山，下和納，称名，白鳥，新保，魲，善光寺，善光寺

村受，曽根，高橋，高畑，竹野町，津雲田，釣寄（６０８番１，

６０８番４，６１８番１，６１９番１，６１９番２，１５１８番

１及び１５１８番６に限る。），釣寄新（５６７番，５６８番１及



び５６８番２に限る。），天竺堂，稲島，道上，富岡，富出村外新

田受，中郷屋，中島，中之口，長場，夏井，並岡，新飯田潟，仁

箇，西中，西長島，西船越，西汰上，布目，葉萱場，羽黒，橋

本，旗屋，旗屋村受，羽田，原，針ケ曽根，番屋，東小吉，東

中，東船越，東汰上，樋曽，兵右衛門新田，平沢，平野，福井，

福島（南区の区域に係る部分を除く。），伏部，舟戸，堀上新田，

堀山新田，前田，真木，巻，巻東町，巻大原，牧ケ島，槇島，升

岡，升潟，間瀬，松郷屋，松崎，松崎村外新田受，松野尾，松

山，馬堀，美里，水沢新田，三ツ門，南，南谷内，峰岡，門田，

矢島，山口新田，山口新田村受，山島，横曽根，横戸， 横戸村

受，與兵衛野新田（西区の区域に係る部分を除く。），鎧潟，六

分，鷲ノ木，和納，割前 

備考 上表中地番は，平成１８年１月１日現在のものである。 

 


